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【新会員のご紹介】 

 事業所名：アトラス 

代表者名：岡田 英樹 さん 

所 在 地：安芸郡府中町山田 3-5-11 

電話番号：082-555-1103 

ホームページ：http://atlas-12.com/ 

業  種：療術業 

コメント 

キネシオロジーを中心に心身に不調を抱えている方のお手伝いを

しています。特に「慢性的な痛みがある」「思考整理したい」「時

間と健康があってこそ」「潜在的な治癒力、能力をリアルに体験し

たい」方はぜひ、ご連絡ください。 

府中町商工会   〒735-0021 安芸郡府中町大須１－１０－１０  

TEL:082-282-1859 FAX:082-282-1803 HP: http://www.hint.or.jp/~fuchuu 

 

＝府中町事業者向け支援制度＝ 

【販 路 開 拓 支 援 金】 
小規模事業者が行う、販路拡大に向けた新商品の開発や広

報、展示会出展等にかかった費用のうち一部を支援します。 
 

（要  件）①府中町内の小規模事業者であること 

      ②町税を滞納していないこと 

      ③反社会的勢力と繋がりがないこと 

      ④前年度の本支援金の交付を受けていないこと 

（対象経費）広報費、展示会等出店費、開発費 

      ※交付決定があった日から当該年度の 3 月 31 日 

までに支出したものが対象となります。 

（金  額）最大２０万円・補助率２／３ 

（申請方法）販路拡大に関する事業計画を作成し、必要書類を

作成の上、府中町商工会を通じて申請します。後

日、審査を行い、事業効果が高いと見込まれるも

のについて交付決定を行います。 

     ※同一年度に国の小規模事業者持続化補助金の採択

を受けた者は交付の対象とはなりません。 

（添付書類）直近１年分の貸借対照表及び損益計算書(法人のみ) 

直近の確定申告書及び決算書または開業届(個人のみ) 

（申請期限）令和７年６月３０日（月） 

（お問合せ）府中町ホームページまたは、 

府中町商工会 TEL 082-282-1859 

業務改善助成金 
事業場内最低沈金の引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成します。 

中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象(※)です。 

※申請前の賃金引上げ、交付決定前の設備投資は対象となりません。 

30 人の事業場で、事業場内最低賃金労働者５人の時給を４５円引き上げた場合、設備

投資にかかった費用に対し最大１００万円が助成されます。 
 

賃上げコース区分 助成上限額  活用ポイント：賃上げ+設備投資 

30 円コース 30～130 万円 ・賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計

画の作成が必要 

・中小企業が利用可能 

・助成額は、賃金の引き上げ額、引上げ労働者数等

によって決定 

・交付決定を受けた後に設備投資等を行う 

45 円コース 45～180 万円 

60 円コース 60～300 万円 

90 円コース 90～600 万円 

【お問合せ】広島労働局 雇用環境・均等室 TEL082-221-9247 

キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース） 
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助

成します。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。 

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、10 人の有期雇用労働者の賃金引き上げを実

施した場合、65 万円が支給されます。 
 

非正規雇用労働者の 

賃上げ率の区分 

助成額 

（1 人当たり） 
 活用ポイント：非正規雇用労働者の賃上げ 

・賃金規定等の増額改定に関するキャリアアップ計

画の作成が必要 

・中小企業、大企業どちらも利用可能 

・原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規

定等を改正する必要あり 

・規定にあたり職務評価を活用した場合、昇給制度

を新たに規定した場合は助成額を加算 

3％以上 4％未満の場合 ４万円(2.6 万円） 

4％以上 5％未満の場合 ５万円(3.3 万円） 

5％以上 6％未満の場合 6.5 万円(4.3 万円） 

6％以上の場合 7 万円(4.6 万円） 

(※)カッコ内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は１００人。 

【お問合せ】広島労働局 職業対策課 TEL082-502-7832 

働き方改革推進支援助成金 
労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に外部専門家のコンサル

ティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。 

建設業の事業場が設備投資等を実施して、36 協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を

引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大 25～550 万円が助成されます。 
 

コース区分 

助成上限額  活用ポイント：労働時間削減等の取組（賃上） 

+設備投資等 基本

部分 

賃上

加算 ・労働時間削減等の取組計画の作成が必要 

・中小企業や中小企業が属する団体が利用可能 

・助成額は成果目標の達成、賃金の引上げ額、賃金

を引き上げた労働者数等により決定 

・交付決定を受けた後に設備投資等を行う 

(※1)建設業の場合 

(※2)労働者数 30 人以下の場合は倍額を加算 

業種別課題対応コース(※1) 25~550万円 
6～ 

360 万円 

（※2） 

労働時間短縮・年休促進支援コース 25~200万円 

勤務間インターバル導入コース 50~120万円 

【お問合せ】広島労働局 雇用環境・均等室 TEL082-221-9247 

 

【６月の行事予定】 
 

       ４日（水）安芸府中商工センター休館日 

１０日（火）商工会金融審査会（予定） 

１３日（金）持続化補助金申請締切 

２４日（月）電帳法・インボイス個別相談会 

２８日（土）府中町民ゴルフ大会 

３０日（月）府中町販路開拓支援金締切 

 

公式アカウント LINE 
府中町商工会 

府中町デジタルマップへの掲載店舗を募集します！ 
 

府中町が運用しているデジタルマップ

に掲載する飲食店舗を募集します。 

地域経済の活性化および観光誘客の促

進を図ることを目的とするため、今回は

下記【掲載対象】にすべて該当する飲食

店に限っての募集となります。掲載料は

かかりません。 

【掲載対象】 

〇町内に実店舗を有し、現在営業を行っている 

  （イオンモール広島府中内の店舗を除く。） 

〇食品衛生法その他関係法令に基づく営業許可を取得している 

〇業種・業態が飲食を主たる事業とするものである 

  （例：飲食店、カフェ、テイクアウト専門店など） 

〇暴力団排除条例に抵触しないこと、また、

反社会的勢力と一切の関係を有しない 

〇公序良俗に反しない営業を行っている 

 

申し込みについてなど、詳しくは府中町 HP をご覧ください。 

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/16/50617.html  

活用例 

活用例 

活用例 

 

http://www.hint.or.jp/~fuchuu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中町商工会の隣りに「安芸府中商工センター」という施設があるのをご存知ですか？ 

商工会が指定管理を受けて管理している施設で、研修室や多目的ホール、和室の利用が可

能です。この施設は事業者や企業による営利目的の利用が可能となっています。社内研修や

会議、テスト販売、みんなで集まっての販売会など、皆様の事業活動にご活用ください。 

※実施内容によってはお断りさせていただく場合もございます。事前にご相談ください。 

【利用方法】 

①利用したい日の前月１日から予約を受け付けます。 

②利用したい日の前月１５日に予約が確定されます。 

（※状況によってはお断りする場合がございます） 

③利用前日までに利用申請書を作成・提出してください。 

④利用時間は初回２時間から。２時間を超えるときは１時間

ごとの延長申込となります。 

【利用料等】 

 多目的ホール その他 

２時間まで 1,020円 500円 

２時間超え１時間 510円 250円 

エアコン（１時間） 510円 250円 

収容人数 約 100名 約 30名 

※詳しくは安芸府中商工センター（電話 286-3249）まで。 


